
支援頻度期　間支援形態

積極的支援

個別面接
集団指導
小集団（グループワークや
　　　  自助グループ等）
通信、ＩＴ等

生活習慣の改善が必要な人 専門職等による継続的なきめ細やかな支援が必要

支援頻度期　間支援形態

保健指導の対象者がリスク要因の数によって
三つの支援レベルに分類されます。

「健診結果」および「問診」により
対象者を判定

「健診結果」および「問診」により
対象者を判定 新しく実施される健康診断では、治療が

必要と判断されなくても、「生活習慣病
の発症危険度」を三段階に分類し、受診
者のレベルに応じて、生活習慣指導など
を行うこととなります。

情報提供

動機づけ支援

支援頻度

1回

原則1回

期　間

健診結果と同時

個別面接
集団指導
（グループワークや学習会等）
ＩＴ（双方向）

１人３０分以上
１グループ８０分以上
（１グループ８人以下）

生活習慣の改善が必要な人 生活習慣を変えるための意思決定の支援が必要

定期的かつ頻回
（最低３回以上）

健診・保健指導のあり方 奈良県市町村職員共済組合　福祉課

リスクがない人（レベル１）

リスク要因が複数ある人（レベル3）

支援形態

紙媒体、ＩＴ、結果説明会等

リスク要因が少ない人（レベル2）

３ヵ月～６ヵ月程度

支援プログラム

保健指導階層化の流れ保健指導階層化の流れ年
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共
済
組
合
で
は
、退
職
後
す
ぐ
に
年
金
受
給
者
と
な
ら
な
い
方（
年

金
待
機
者
と
い
い
ま
す
）が
、退
職
後
に
お
い
て
年
金
を
受
給
で
き
る
年

齢
に
な
ら
れ
ま
し
た
ら
、ご
自
宅
へ〝
年
金
請
求
書
の
事
前
送
付
〞を
さ

せ
て
い
た
だ
き
、年
金
請
求
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
案
内
は
、退
職
時
に
お
け
る
住
所（
退
職
時
に
提
出
し
て
い
た
だ

き
ま
す
届
出
書
類
等
に
記
載
の
あ
る
住
所
）へ
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、退
職
後
に
お
い
て
転
居
等
で
住
所
が
変
更
と
な

ら
れ
た
場
合
に
は
、送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
退
職
後
住
所
が
変
更
と
な
る
場
合
に
は
、共
済
組
合
ま
で
連

絡
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

住
所
変
更
の
届
出
が
な
い
と
、ご
自
宅
に
年
金
請
求
に
つい
て
の
案
内

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、退
職
後
す
ぐ
に
年
金
受

給
者
と
な
ら
な
い
方
で
、住
所
が
変
更
と
な
っ
た
場
合
に
は
、共
済
組

合
へ
の
届
出
を
行
って
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

共
済
年
金
の
請
求
書
は
、

最
終
の
勤
務
先〈
所
属
所
〉へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

退
職
後
に
、支
給
開
始
年
齢
に
到
達
さ
れ
共
済
年
金
の
請
求
を
行
う

場
合
は
、公
務
員
と
し
て
勤
務
さ
れ
た
最
終
の
市
町
村
役
場
等
に
提
出

（
郵
送
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

年
金
請
求
に
必
要
と
な
り
ま
す
書
類
等
は
、個
人
個
人
に
よ
って
異

な
り
ま
す
の
で
、年
金
請
求
に
あ
た
り
、不
明
な
場
合
に
は
共
済
組
合

ま
た
は
所
属
所
共
済
事
務
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
、生
年
月
日
と
組
合
員
期
間
、現
在
の
給
料
月
額
を
入
力

す
る
こ
と
で
、退
職
共
済
年
金
の
概
算
額
を
計
算
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、年
金
試
算
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
、ご

利
用
く
だ
さ
い
。

（
た
だ
し
、あ
く
ま
で
も
試
算
で
あ
っ
て
、年
金
額
を
保
証
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、法
律
改
正
に
よ
っ
て
年
金

額
が
変
動
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

退
職
後
住
所
が
変
わ
っ
た
ら
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
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